
様式第1－1号

使途項目 サーチキー

研7｢計一｢万、刃 支出証拠
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）
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塞鐸香号 喫一／

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者 ■■

経費項目 藷'罐研修費広聴“雲鯛識翻属鐸舞怖需趣識葺率峠
内 容

日本教育新聞購読料

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年5月31日 金額 5，400円

目的
教育庚n糸の1官報jⅨ乗

使途
2ケ月分の購読料（2020年4月～5月）

》
”
》
》

学校教育関係の情報を収集し、常任委員会等の政務活動に生かしていく。

く領収書貼付枠＞

･支払額32， 400円（2019． 6～2020. 5)

伎払日： 2019年6月7日）

・政務活動費請求額

32， 400円×2／12月=5, 400円

按分の理由

すべて政務活動である。

領収書金額(a)

5, 400円

按分率(b)

/00 %

政務活動費支出額(a×b)

5, 400円
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菱i お支縫い方法の選択 ｸﾚジｯﾄｶｰド情報の入力霧 ｸﾚｼﾞﾂﾄｶｰド情報入力確認

大石.哲司様

お支払い手続き完了

お支払い手続きが完了しました｡この画面を印刷して大切に保管してください。

※お支払い手続きが正しく行えませんので､ブラウザーの｢戻る｣ボタンは押さないでください。

ご注文内容お支払い方法
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お客様情報

読者サービス
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ｊ壼 2019年 6月 5 日華
頭 求
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静岡県議会議員大石哲司事務所 “

蕊
・振替払込 00150－8－196500
・銀行振込みずほ銀行虎ノ門支店

普通預金2835213

様大石哲司

｢日本教育新聞」をご購読賜りまして厚く御礼申し上げます。

下記の通りご請求申し上げます。

※お支払い方法についてはこの請求書の裏面をお読みください。

．座名義株式会計R本封音新閣
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合計請求額 32,4QO円 読者コード 請求書番号

品 名 部数 期間 金 額 備 考

前回請求額 円

今回入金額
円

差引繰越額 円

今回請求額 日本教育新聞 1部 12ヶ月分 32,400円 2019/06-2020/05



様式第1－2号

鑿|会派代表者｜鰯|繩識｜⑬ 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書（各種団体会費）

｢ﾗTﾗ~｢Z1－｢5~｢5~｢I1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・大石哲司）
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《…》

※按分による支出がある場合は、按分の理由、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれ

ぞれ該当欄に記入すること。

経費項目 念査研究雪･研嬢

内 容 ｢卿l lみらい学会」年会費

年月 日 令和2年4月 1日～令和年 月 日
凸

金額 10,110円

会の趣旨．

目 的 I令和2年度絢| |みらい学会への入会
会の活動

内容等 I 掴||みらい学会事務局の主催により、年6回程度の講演会を開催
以猿1口劃・ f-Lﾉﾖﾄ句~luvノ ！プU唾Uﾉ'1ﾉ目皐雪コーンンヘノ嬰乳」 ‐､~涯凋-X1匹xpIuさ＝閃とレノ乙司剤､Hグ障廼以率

県政との 等は、環境問題や地域外交を積極的に進める本県において参考にすべき点が多くあり、調

関連性 査研究した成果を委員会活動等に生かしていく。

く領収書貼付枠＞

※送金手謝sI 110円を含む

※添付書類： （

胴
■
Ｉ

"jilみらい学会i箆款）

い
』
、
Ｐ

二
斗
、
町
娯

や
狸
叩
一
世
．

・
拘

怖排
ら霜
初出
Kliu
In"
J｡S
揖鮪
口幽
ISKj
醍押
伽
圧

壽
卿

凹

字
『
Ｊ
ｎ
Ｊ
ｎ
砂
竜

、
タ
岸
一

巳
も
り
Ｌ
‘
一

（
ｓ
和
總
〉
弧
幻
や
侭

倉
“

輔、
‐

函
ぬ

‐

‐

I
叫
園
匪
田

叫
園
匪
田

I『I『

！■■■
】
■
』
■

叩
孟

二
壱
皇
呵
副

■■

■■■

ヨ ■
■

Ⅱ
Ｉ

I 1

鼬
、
典
弱
砧
鯲
員

霊
峰
獣

I

■

把
虹

ヤ
ロ
・
主
埼

“

己

Ⅶ
１
回
ｌ
側
叫
狐
利
螂
ｋ

岸
『
一
Ｎ
．
－

Ｍ
§
。
評

咽§
酉＝j増

『
幕
禺
縛掴

鼬
両
守
日
哩
用
“
■
勺
０
コ
ひ
、
口
芋
マ
タ
』
▽
夕
Ｆ
４
Ｆ
陣
。
届
ｂ
０
・
ｂ

・

■

，

↑

ふ

卵

》

Ｐ

”

》

，
”
甜
唖
串
替
一
雫

岳
。
鵯

￥

ｆ

晋
吐
Ｊ
叩
ｆ
叩

髪
升
差
碁
共
美
浜
時
馬
嘩
時
〆
喰
、
寺

ぞ
坪

４
鋼
昌
有
靴
牌

ｇ
謂
罫
抑
蝿
認
、
蔑
弧

静
蕊
報
黙
認

辱換

謎
Ｊ
ｆ
開

索
戦
耕
毅
蕊
」

蝉
癖
渉
癖
鯲
、
嶺

乢
“
、
瞳
…
ｈ
功

曲

轟
瞳
対
ｆ
１
１
曲

燕
堂

鍵
．
蕊
報
叶

鵜
討
Ｏ
畷
つ
犠
刈
識
罰

酌
・
い
す
『

罫
壼
鐸
嘉
崖
雲

鯉
》
零
》
《
守
殿

織
穗
蝉
蟻
簿
溌
鈴
懸
騨
罐
》

輪
ぷ
ゐ
《
辛
券

､子

按分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

I墨"峰自ユログ 矼函、W

10， 110円

安分率(b)

100%

政務活動費支出額(a×b)

10 , 110円



特定非営利活動法人徳川みらい学会定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人御| |みらい学会という。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市葵区内に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は、徳川みらい学会の事業運営の他、静岡市民に対して、ふるさとの歴

史文化を学び、守る活動や新しい文化の創造を図り、静岡市の活性化に寄与する様々

な事業を行い、合わせて静岡市の歴史や文化に関わる施設を支援する事業を行うこと

で、そこに住む人が誇りを持ち、人々に愛され、魅力ある街づくりに寄与することを

目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は､その目的を達成するため､次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1)社会教育の推進を図る活動

（2）まちづくりの推進を図る活動

(3)観光の振興を図る活動

(4)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(5)国際協力の活動

(6)子どもの健全育成を図る活動

(7)経済活動の活性化を図る活動

(8)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業）

第5条この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

①徳川みらい学会の活動に関わる事業

②歴史文化に関する学習機会の提供事業

③定期的な講演会の機会の提供事業

④特別講演会、シンポジウムの機会の提供事業

⑤市民が誇りに思える静岡市の街づくりや活性化に寄与する事業

⑥その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章会員

（種別）

、



第6条この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下

「法」という｡）上の社員とする。

(1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（2） 賛助会員この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長

に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

て本人にその旨を通知しなければならない。

（入会金及び会費）

第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1） 退会届の提出をしたとき。

（2） 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続して2年以上会費を滞納したとき。

（4） 除名されたとき。

（退会）

第10条会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときば、総会の議決により、これを除名

することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

（1） この定款等に違反したとき。

（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章役員及び職員

（種別及び定数）

第12条この法人に次の役員を置く。

（1）理事5人以上

（2） 監事1人以上2人以下

2理事のうち、 1人を理事長、 1人を副理事長とする。

（選任等）

第13条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。



3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

’ 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総

数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第14条理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理

事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業

務を執行する。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不正の行為又

は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､これを総会

又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又

は理事会の招集を請求すること。

（任期等）

第15条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最

初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

4役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。

（欠員補充）

第16条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく

これを補充しなければならない。

（解任）

第17条役員が次の各号の－に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任

することができる。 この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなけれ

ばならない。

（1）職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。



（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 ．

（報酬等）

第18条役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第19条この法人に、事務局長その他の職員を置く。

2職員は、理事長が任免する。

第5章総会

（種別）

第20条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

（構成）

第21条総会は、正会員をもって構成する。

（権能）

第22条総会は、以下の事項について議決する。

（1）定款の変更

（2）解散

（3）合併

（4） 事業計画及び活動予算並びにその変更

（5）事業報告及び活動決算

（6）役員の選任又は解任、職務及び報酬

（7） 入会金及び会費

（8）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第4（（8）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46条にお

いて同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

（9） 事務局の組織及び運営

（10）その他運営に関する重要事項

（開催）

第23条通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1） 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

（2） 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

（3） 第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

（招集）

第24条総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日



から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面又は電

磁的な方法等をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

（議長）

第25条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）

第26条総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第27条総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全

員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があ

ったものとみなす。

（表決権等）

第28条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面若しくは電磁的方法をもって表決し､又は他の正会員を代理人として表決を

委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号

及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

（議事録）

第29条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

（2）正会員総数及び出席者数（書面表決者等又は表決委任者がある場合にあっては、そ

の数を付記すること｡）

（3） 審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押

印しなければならない。

3前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示を

したことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載し



た議事録を作成しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3) 総会の決議があったものとみなされた日

(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章理事会

鯖成）

第30条理事会は、理事をもって構成する。

（権能）

第31条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1） 総会に付議すべき事項

（2） 総会の議決した事項の執行に関する事項

（3） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開催）

第32条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1） 理事長が必要と認めたとき。

（2） 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の

請求があったとき。

（3）第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）

第33条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15

日以内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは、会議の日時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面又は

電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

（議長）

第34条理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（議決） ．

第35条理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

事項とする。

2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

（表決権等）

第36条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

《



ついて書面あるいは電磁的方法をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用に

ついては、理事会に出席したものとみなす。

4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

（議事録）

第37条理事会の議事については､次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

（2）理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記するこ

と｡）

（3） 審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押

印しなければならない｡

第7章資産及び会計

（資産の構成）

第38条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立の時の財産目録に記載された資産

（2） 入会金及び会費

（3） 寄付金品

（4）財産から生じる収益

（5）事業に伴う収益

（資産の管理）

第39条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が

別に定める。

（会計の原則）

第40条この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（事業計画及び予算）

第41条この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を

経なければならない。

（暫定予算）

第42条前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講

じることができる。



2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第43条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第44条この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する

書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議

決を経なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第45条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（臨機の措置）

第46条予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第47条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以

上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄

庁の認証を得なければならない｡．

（解散）

第48条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1）総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

（3） 正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産手続き開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承

諾を得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第49条この法人が解散(合併又は破産による解散を除く｡）したときに残存する財産は、

法第11条第3項に掲げる者のうち、解散の時点における総会において議決されたものに



譲渡するものとする。

．(合併)

第50条この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
､

第9章公告の方法

（公告の方法)′

第51条この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示するとともに､官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO法人

ポータルサイトに掲載して行う。， …

第10章雑則

（細則）

第52条この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定

める｡

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 熱 川 裕

副理事長 久保田 隆

理事 大場 知明

同 松下友幸

同 知久 昌樹

同 鈴木理久

監事 齋藤 康博

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日か

ら平成29年6月30日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総

会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から平成29

年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び年会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる

額とする。

（1） 正個人会員入会金 0円

正会員年会費 10,000円



(2) 賛助会員入会金

賛助会員年会費

0円

10,000円

附則′ ．

この定款は2018年10月1日から施行する｡，



様式第1－1号

墓|会派幟者｜鰯|腿責任者｜⑬
使途項目 サーチキー

支出証拠書

叩~｢]一F~｢5~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

〕

キャッシュサービスー弔罷

呈砺二手ii 二零函言再挙勘

0C〔】CCCOCgO
斌
制
隠
罫
》

Ｉ
？

経費項目 礎'畷研修費広聴広報費舞繍謡顔間会議費資料臓墳翻糖入費事務費翻･人件費
内 容

事務所賃借料

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年4月30日 金 額 61 フ 125円

目的
事務所の借上げ

使途
4月分賃借料

政務活動

県政との

関連性

－

－
１１》６

唖
一
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殆
一
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一
Ｊ１元、応ノノ

鎧

｜

二
言番座画番店関橋註

獣童殿引愈童電望

支払い

.忠…壁:車取劇鑿這這皇鐸無一_．

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

手数料I ¥01:ペｰ受
『

硬貨；

時・刻10：08 1 おつりI

＊＊＊＊＊＊＊

*EM総説序負納

*羅蕊蕊

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

122， 250円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支 i(a×b)

61， 125円



様式第1－1号

[

経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢m－｢万m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

崎》

.:篭駆赴， ‘
苧 謬

Ⅱ ，…簾

粥塞3週雲移

は鑑躍出
・
支
と

る
こ

よ
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識
語

領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に※

経費項目 誌職費研修費…費雷繍涛繍婚会儀費資料傭漫鮮鱸入費謡費鰯人件費
内 容

月極駐車場料金

年月 日 令和2年4月 1日～令和2年6月30日一 一 金額 4 , 500円

と私用で按分

領収書金額(a)

9， 000円

按分率(b)

1／2

％

』…1口割貢芸L」額(a×b)

4， 500円
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経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

｢ﾗｰ｢gTU]一｢UT5~｢Z1

【 4月分】 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・大石哲司）

郷
･〆ｰ

ノ

く領収書貼付枠＞

三
》
の
遜
雪
柵
畷
篶

帆
◎
蛆
Ｚ
山

②
①
一
ｍ
’
一
の
一
ｍ
。
ｚ
卒
Ｉ
多
ト

ー
．
Ｏ
ｌ
ｄ
の
叩
の
Ｏ
ｚ
－
ｌ
ｍ
二

ｓ
圏
弛
参
十
同
涯
唾

ロ
マ
一
○
垂
マ
ー
の
の
園
ト
ー
Ｃ
ｌ
奇
の
言
ｊ
の
中
ロ
平
三
山
岸

一
‐
⑳
寸
凶
一
言
等
閑
虹
凶
綴
悟
毒
製

の
の
開
皿
浬
題
言
随
樗
覗
医
柾
．

。
一
一

扣
膓
癩
鰐
Ｕ
牌
Ｕ
三
曾
恩
・
薑
鳧
雲
舳

・
拘
茄
Ｃ
鱈
萢
刈
Ｕ
二
韓
宴
沌
甑
呂

撞
上
八
￥
鶚
Ｕ
エ
ー
Ｒ
ト
〃
ぬ
，
母
國
ｅ
帥

屋
医
孟
痘
蠅
・
や
髄
韓
扣
富
哩
旦
些
玉
町

田
の
ｌ
国
花
工
八
や
碆
哩
冥
扣
岬
之
田
骨

お
扇
珊
帥
蕊
狐
狸
匡

理
・
電
回
汁
畷
寝
訳
三
雲
瓢
誕
）

鰯
卜
寸
艮
。
Ⅷ
肺
＋
加
州
Ⅶ

裡
宝
の
汁
庄
閏
一

秀
ヨ
ロ
四
口
Ｆ
園

ご
●
生
ハ
コ
デ
寂
ｌ
巾
吋
升
１

一
○
一
つ
因
ロ

蜘
冊
脈
醐
鞭
疸
冊

一
つ
と
↓
ｏ
、
つ
国
ロ
国

叩P認勤‘
《 患

I調､…’ の
○
一
。
二
穏
埋
Ｉ
皿
填
恢
穏
綱

上
八
や
鶚
」
‐

町
班
・
↑
十
匡

咽
叩
細
瀧
圃

ニ
ー
兵
岸

《
辱
’
二

二
》
岸
べ

当
服 国

つ
こ
毎

更私驚：大石哲司

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す

ること。

区分 前回給油(飼反書貼付労)A 今回(直近⑳給油B 総走行醗佳C=B-A

年月日 R2年 3月12日 R2年 4月 1日

君了;鴎佳 km km km

(経費項目別充当調

※単価による充当方式 ：単価（円）×君報蹴Gm)

※領収書による充当方式

(-ぅ難鰯今に上る需鄭鑿凰
×君了賎椎伽）／総走行距離（上記C)M)
×売当限麿割合1／’

経費項目 走行灘(km) 積算方法※ 充当額（円）

事務費 円× km/、 km 1， 737円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名大石哲司蟻

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

3， 475円

按分率(b)

1／2

％

j嘩沽動賓支仕額(a×b)

1 ， 737円



様式第1－1号

「蕊喜一｢

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7~｢7T引一｢ﾜ~｢5~rn
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

11奇＞

》
一半

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 譲畷霜確費圃鶏癖割翻闇会議資料I賊費資棚糖入費事霧費事翻賢人,積
内 容

県政活動報告誌郵送料

年月 日 令和2年4月 1日～斗城年 月 日 金額 33 p 962円

目的
県政活動報告誌の送付

使途
県政活動報告誌の郵送

政務活動・

県政との

関連性

政務活動の一環として、活動報告誌を作成している。
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である。

領収書金額(a)

33 ， 962円

按分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

33 ， 962円
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様式第1－1号

経理責任者’㈹i経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7m司一｢万1~gl~Z1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

{~》

{~》

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ唾活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

調劃職賓･砺惨費鰯難識費･霧調靜簡鑛会議･静H癩資膿臆入費⑳蕾蛎漬･人件費
自動電)－ｽ料

令和2年4月 2日～平成年 月 日 金額 30,327円

目的
政務活動に必要な自動車の配車 ノ

ノ
グ
ゲ

使途
4月支払分の自動車リース料

政務活動・

県政との

関連性

，
’

＞占付枠書日領収く

自動機を蕊利鱒の鵜含
矢閲の方淘にお入れ＜だ；

鐙
羊

㎡
←孝､し

請禧¥）簔蕊
曲 p q p △ D ■ ■ ロー 記L■凸

志支払昂：額 ‘
五
足

言
蜀

｡ ”

－

－

■■■■■

■■■■■■■■■■■■■

b唖…一 画 ■■ 凸 q等一E 4 D▲ 4口”

月臼 淑
一
卜
宇
や

ル
ャ
ュ

７
７
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２
２
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二
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３
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３

０
０
０

口
阜
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２
２

０
０
０

*69,012トヨタフアイねス（力 ．；､02-04.=02口座振替

１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｊ
ｌ
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１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ

計上額については､!別添説明資料のとおり。

按分の理由

政務活動と私用で按分b

領収書金額(a)

60， 655円

按分率(b)

50％

政務活動費支出額(a×b)

30， 327 円



自動車リース料金経費の内訳

6

政務活動費をリース代として充当するにあたり、リース料総額より充当困難

な経費を除外する。

記

単位9円（消費税を含む）

ｲｰﾝ
や
鐸

恨だ

リース料総額から重量税など上記表に記載の経費を控除した月額リース料

は、 (a)60,656円とする。

契約者 浜松市東区積志町8 7－ 大石哲司

～

!…》 と締結した自動車リース契約については、上記の通り相違ありません。

令和元年8月 8日

浜松市中区西浅田2丁目
株式会社トヨタレンタ

凸

代緬雛鈴木

項目等 金額（48ケ月） 月額リース料 摘要

リース料総額 3 ， 312 ， 576 69 p 012． 0

重量税 △31 800 △662． 5

JAF △8 640 △180． 0

車検・点検 △111 240 △2 、 317． 5

メンテナンス料 △60 4，80 △1 , 260． 0

車両保険相当額 △188 946 △3 , 936． 3 河k,荊吻〆

凸
差引計 2 ， 911 470 (a)60, 655. 7

I ■



様式第1－1号

墓|会派幟者｜鰯|経理責任者｜⑬ 経理担当者

使途項目 サーチキー 書支出証拠

刀函 ー

派名・議員氏名ふじ‘ ． 筒 卜

祠】ィ農 拙
し

？

;.、

一一一一時

一辱需壹軍守電云云含】一声毒

N9 030353領 収 証

様
鶏，年吟月3 日

談徹也尋
や

¥IW, 850- 1

帝 一a

但し黒奴報墓諭f岬Iル
上記の金額正に領収致しまし

1tして
ﾉ

） た
心

｡
＝。

杉山メディアワボートィ％

EL

‐■営業本部／〒435-0046浜松市東区丸塚町196-1 TEL(053)467-6000(代）
■営業所/静岡・東京 ィ ．

や 等二石一手 一両一婚､普伊 や一・串

領収書等の金額、 1安分率及び政：謝舌動費の支出漆士oXi In勾斗a

記入すること。

7 7 0 0

経費項目 謡聯嶺研修費慰霊調隷鱸套藷鮮梛賊費飼轆入費事蕊費事翻潰･人件費
内 容

県議会活動報告誌印刷代

年月 日 令和2年4月 3日～平成年 月 日 金額 158， 180円

目的
県政の広報活動

使途
浜松市東区内への配布用

関連性

県政のあらましを住民に公報するもの

取扱者

現金 相殺

小切手 値引

手形 振込 V

按分の理由

全て政務活動に関わる

もの

領収書金額(a)

158 , 180円

按分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

158 , 180円



〒431-3114

静岡県浜松市東区積志町847-1

2020年 4月 1 日 締切分 No.134875

取引銀行

静岡銀行上新屋支店⑬020808

蝿いわた信用金m噺屋遜⑬2010778

三菱U町銀行浜松支店③553468
みずほ銀行浜松支店③1246529

りそな銀行浜松支店⑧102049
遠州信用金庫本店③1086

大石哲司様

C瀞i鵡竿
ゴグョ

呂

画

ア←
一

お客様ｺｰドNc－ |■■■
口本社営業本部／〒435-0M6静岡県浜松市東区丸塚町196-1

TEL<053>467-6000(代）
FAX(053>467-6006

口営業所／静岡営業所･東京営業所

毎度ありがとうございます。

下記の通り御請求申し上げます。

157,850

;〆、
1，ダ

{_》

御入金額 繰越金額 税抜御買上額 消費税額 税込御買上額

*＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ *＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 10% 143,500 LO% 14,350 10% 157,850

云票日付 伝票No. 品．番 ｡ 品名 数量 単位 単 価 金 一額 備 考

20/04/01

$ ､

p ひ

454016 4．10

ド
活動報告 35,000

1“

｜

唾…雪…羅罷窪

’ 零度ご利儒いただきありがとうござい議す
ん浜松いわた信用金庫

日 霊I

‘ ､お取i扱日“ ､ 。 。 …
－…－＝ロー屍一…再召一一～■ ÷一一乳

02－04－03

呈里騨塞畠壁禽一撞雪取塑道雷

, 1503015－ア354

口座番号

様大石哲司

、

浜松磐田信用金庫 ｜

職議簿
;推青嘉蕊窺量

＊＊＊＊＊＊＊

鱸鍵
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Ｉ
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力

■■■ ■■■

Jロ軍

■■■
、 ．

■■■■■■■■■■■■■■

■
榊
一
皿

■
榊
一
皿

■|■■
可鵬伽

000

■■■
千円券(伽

000

■■■■■■■■■ﾛ■■

…:…鼻製副桑霞み－－

デ'‘￥157， 850＊
お取引:内容￥ ：

…やら…嘩剥～､…卸叫r －－亭踵…“ ｰ津印

支払い

鍼‘ 感 “"お取引‘後残高“
が砂…埼一輻……、…畢邑一…P■や…＝一…－~

R 韓 却

、§ :〆

雫…鰯却

＊.＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

手数料！ ¥330 ペ 硬｡賀I ‘

時刻i lO:05 おつり
1
曲

I

143,500 059-0035581



様式第1－1号

[ 一「軍~三口

鰯代表者 襟経理責任者 経理担当者

使壷頁目 サーチキー
支出証拠書

呵]－面｢5~｢引
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

脚
、
〆

(_》 詞

按分の理由 ｜ 領収書金額(a) | 按分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

全て政務活動に係るも

のである。

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

目的
会派内調整及び打ち合わせ

使途
交通費（浜松一静岡）

政務活動

県政との

関連性

●

新年度の会派役員の人事についての協議及び県政についての打ち合せを行った。

一
一

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

4， 660円 100％ 4， 660円



ﾖ毛一

320剛_一予凹劃
12;540蛸質
Ml')Pj-l:/好
R累車驚静≦J厩

蝿，
A衙出 r" J

識撫穏
慨離i §w
MMM"8典垳

手
小
鼻
●
Ⅳ
』
ハ
匡
皿 111 1

吏私渚：大石哲司

さ茨{字1稼傭銅

の1'ｱ〃ツメュニ差/狗脚

、別
も
〃

、1幽倒ズユニ‘“』ｸ円

兎

⑲(憩鶚繍懲篇謡） ：,，
455

静 岡 令浜 松
・雛襯、普通車自由席に限り有効です。
｡豊中剛で下車した時は鰔は無勘になります。
･区間変更、極席への変更等”勘いばできません。

原惑‘
･鑑片未使用の場合に腿リ、払い戻し
－1月31B力､ら-5月10Bまで有効
･ -4ﾉ27～-5ﾉｰ6は利用できません。

2020.-1.31浜綱MV8 (3- )

⑲⑲(蕊鶚繍罵鳴識） ‐7，
455

静 岡令 浜 松
・娠蝋の普通車自由席に陥り有効です。

｡過中馴で下車した時は前過は駕勧になります。

｡区間変更、指定席への変更等の眼抑'はできません。

｡会議片策朗0場合に脳り､卿痕し藷｡睦繩i－1月31日力､ら－5月10日まで有徽
･ -4/27~-5ﾉｰ6は利用できません。

2020.-1.31襲綱MV8 (3- )|60013-@5056

）

1



様式第1－1号

轄理番号 ター／0

経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢m一｢5TDTn
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

~＞〈
I

’

；
一.夢拶

ｊ
Ｉ

需延

【座寧三;0か0鉦00
~ 再 噂 目 －4 5=-, s･'や

-篭鴎､癖浄､識くぎW霧炉.．‘覇簿.詠冤､-罵鱗
_‘鐸'蜂．､シ 評』 や.､ +､ぎぎ.墨一塁蕊

拓3剥註5蕊匪C

目的
事務所の借上げ

使途
5月分賃借料 L■

関連性

｜
毎

混一……離鰭畠

’
、 ￥お取扱Bﾄ ・ ■
言寺,, 戸 一F.”為一・一念一角一一吾守"患響－両. -=み

、ワーn4－nQ

_理奨垂騨庫萱患塞埋醗熱…：

15n3015－ア355

一

力 §発行金
■■■■■■

曲擢関店番
■■■■■■■■■

麦‘ ･口座番号 ．§

■
榊
一

000

■
錘

00C

悪
00〔

■
趣

00C ￥122，250＊

一域里冒蝉異産患；

支払い

録鐙一ふゑ里勲懲蕊員転埠…一
＊‘＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

弄数料I ￥0
一竿埠

状三ン’ 硬貨I

時刻1 10：07 おつりI

で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

122, 250円

按分率(b)

1／2

％

…1H…具へ閂…、堅”、レノ

61， 125円



様式第1－1号

整理番号 I ター/／

鰯 ⑬代表者 経理責任者 経理担当者

使途項目 サーチキー

歯詞一応向 支出証拠
書

冶孟ちじ0 剖 渭 P

司
凸配

i>

狽収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出纈

記入すること。

経費項目 ⑳研惨費広職認費識誇翻資会議.資料臓蹟.資I糖入費.事務費.事翻脅人件費
内 容

県庁にて打合せ

年月 日 令和2年4月 9日～平成年 月 日 金額 4，660円

目的
会派内調整及び打ち合わせ

使途
交通費（浜松今静岡）

政務活動

県政との

関連性

●

新年度の会派役員・委員会構成についての協議及び県政についての打ち合せを行った。

一

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

P

按分の理由

全て政務活動に係るも

のである。

領収書金額(a)

4, 660,円

按分率(b) :"

100%

政務活動費支出額(a×b)

4， 660円



更私意ミ大石哲司
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⑲蕊鶚鱗懲鴬誌） ‐,，
岡令浜 松謡

識輔謹繍悪“
“片兼湖，場合にい馳い展し霞す｡画i悪-2H20日から-5H29日まで有効
・-4ﾉ27~-5/-6は洲できません。
2020.-2.2噸松mMW~~T3= )|40312-05C56

⑲(蕊鶚鶴懲轤蔚） －，，
455

岡 令 浜静 松
・辮鵠の普遍室自由傭に限り有効です。

｡遼中Mで下車した時は前途は無効に”ます･
｡区間変更、指定席への変更等、“いはできません。

｡全諦恭億用0齢に腿ﾘ､榔痕;|"｡"i%}
蝿‘“

－2月20日から－5月29日まで有効
・-4/2罪-5ﾉｰ6は利用できません。
2920.-22甑松mMV9 (3- )

｝



様式第1－4号

鰹会派代表者

…目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

｢7E｢ﾛ]-mTZ1

【 4月分】 (会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・大石哲司）
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支1崎： 大石哲司

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す

ること。

＝～番号

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総君ﾃR"C=B-A

年月日 R2年 4月 1日 R2年 4月11日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

※単価による充当方式 ：単価（円）×君了畷値魎）

※領収書による充当方式

O建懸合による按分：
： 領収書金額（円） ×君了R職Gm)/総走行距離（上記C) IK"

領収書金額（円）×充当限度割合1／2

Ⅱ

経費項目 昔了騨t(km) 積算方法※ 充当額（円）

事務費 円× km/ km 1， 750円

く支払証明＞上記のとおり支払った(充当した）ことを証明します6 議員氏名大石哲司酋

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

・ 3， 500円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1 ， 750円



様式第1－1号

菫|会派代表者｜鰯 ⑬ 経理担当者経理責任者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗ1~gl~51-ml
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

、
ノ

）

缶

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

薬理番号 ター/3

経費項目

内 容

年月 日 令和2年4月13日～ｴ賊年 月 日 金額

目的
色上質紙の購入

使途
事務用

政務活動

県政との

関連性

■

~〒－－

…雷犀冒〆､HU 己 1 1 ケタ

別紙のとおり

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分も

領収書金額(a)

6, 600円

安分率(b)

1／2

％

子…毛Y＝÷

額(a×b)

3， 300円



領収書管理番号:020411455-1

領収書

注文番号： 23100-020411455-1

大石哲司様

¥6,600－
薮１

１

(税込）

但色上質紙

決済方法： クレジットカード

2020年4月13日上記正に領収いたしました

〒700-0825岡山県岡山市北区田町1-1吐1

サンワサブライ株式

サンワダイレクト

雁LO86-223-5680

http://direct.sarwa.c
E-"il ; direatgsar踊浬

!､)



様式第1－．1号

経理担当者

使蕾目 サーチキー

歯画一后后危］ 支出証拠
書

派名・議員氏名ふじ0 剖 胃 雁

ぶ
よ．

(_〉

文て唾活動費の支出霧

記入すること。

整理番号 4-"

経費項目 趣研修腎臓噸広報費璽識銅潰会議償料i鱸齢騰入費藷費…人件費
内 容

県庁にて打合せ

年月 日 令和2年4月20日～工円戎 年 月 日 金額 4，660円

目的
会派内調整及び打ち合わせ

使途
交通費（浜松一静岡）

政務活動

県政との

関連性

●

新年度の委員会構成についての協議及び県政についての打ち合せを行った。

く領収書貼付枠＞

I

別紙のとおり

l 』鵠〃、－〃T、 I

安分率(b)1

100％

政務活動費支出額(a×b)

4， 660円



更私者：大石哲司
R卜

、
‐
督
畢
肌
加

鵬
運
溜
翌

喝
〆
』
ワ
恥

識
霊
榔
諦

新
積

Ｉ
Ｏ
０

領収書

聯｡'鞭金崩 ¥12,540(瀕鑪込み)
〔クレジット卿1〕

畷A商品 JR策車券類 JR tickets

絲鵜牒蕊A
浜掴、

浜蜘MV9" 50313-01

I

‘減宗z減梗鏡

@号〃クパ』一二名/〃円

]Zご』.川18．:1F

Ⅷ =》

＝＠1〃"×ユーナ乙』汐の

哀

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

⑲溌鶚総罵膳講） －，，455
静 岡令浜 糧

・新幹鋤普通車自由席に賜り有効です．
。途中剛で下車した勝”趣”になります。
。区間変更、指定席への変更等蠅捌hはできません。

｡鑑片兼蠅の場鍛ﾘ､蝋'涙し す｡凱悪
腕,‘“

－2月20日から弓5月29日まで有効
・-4/2トー5/-6は利用できません。
2020.-2.2旗鯛MV9 (3- )

⑲(慧鶚鵜鼎籠蓋） ‐7，455

謡 岡令 浜 松ロJ，

。新斡純〕普通車自由席に賜り有効です。
｡通中馴で下車した時は前趣”になります。
｡区間変更、擁席への変更等の蹴扱いはできません。

｡全欝片策鯛，場合に腿ﾘ､卿痕b誼･睡繍
W…‘

-2月20日から〒5月29日まで有効
･－4/27～-5ﾉｰ6は利用できません。
2020.-22旗鯛MV9 (3- )

鑓
●
魁
８
厩
ｒ
沙
〆

一戸

I

1 1

本書,3 鑿握番舜一//へ添付



様式第1－1号

⑬
掴
部

代表者 経理責任者 経理担当者

使途項目 、サーチキー
支出証拠書

｢7T7Tg]-m~a
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

プ■
‐
↑
も
、

， 、

(筆』

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及ひ嘩活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 4－店

経費項目 ff霜研修費･広礪広籟･雲識誇溺漬･会議･資料i鱸銅事務費謡鰯濟人件費
内 容

新聞購読

年月 日 令和2年4月20日～平成年 月 日 金額 930円

目的
社会情勢に関する情報の収集

使途
しんぶん「赤胸日噌仮4月請求分

関連性

全国の歳謂刊胄報を収;案し、政携Y古動の参考にしていく。

く飼侠書貼付枠＞
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ii大石哲司
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按分の理由

政務活動のために購読

領収書金額(a)

930円

按分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

930円



様端1－4号

整理番号 1 4-/6

鰯
決
裁 経理責任者｜ 畔） ｜経理担当者会派代表者

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

m~U]一｢5~｢5~m

(会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・大石哲司）【 4月分】

,'''論、
、 '
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更"茜 ：大石哲司

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す
ること。

区分 前回給油領収書貼付分)A 今回(直近⑳給油B 総走行踞雛C=B-A

年月日 R2年4月11日 R2年 4月22日

走行距離 km km km

(経費項目別充当調

経費項目

事務費

※単価による充当方式 ：単価（円）×君了畷＃“）

※領収書による充当方式

：領収書金額（円）
何甦儲蕊舎‘悲房…霜"雪今舘(円｝

×君了MMfQm)/総走行距離（上記C) GK"
×索当限麿割合 1／，

君ﾃ倒難(km) 積算方法※ 充当額（円）

円× km/ km 1， 706円

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ことを証明しますb 議員氏名大石哲 言慰

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

3， 413円

按分』 E(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1， 706円



『

様式第1－1号

一一

…目 サーチキー
支出証拠

-｢5~｢F~｢。
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

･恐華費事翻賢人件費経費項目 調劃職費･研修費･噸広轤･蕊調靜瀧噴･会議･資料l鋸

朝日新聞デジタル版購読
内 容

年月 日 令和2年4月27日～ｴ賊年 月 日 金額 875円

密
〆』段難

雲）
ｆ
扇
、

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び嘩活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。

目的
最新情報の収集

使途
4月請求分

政務活動

県政との

関連性

● 最新の情勢を確認し、政務活動の参考とする。

＜w貝↓Ⅸ言貝白1可1芋＞

別紙のとおり

j
L

ｷ

ゴー一一一

■
■

|.DZ-04-27iU

■ ー－ー一‐ー

口座振替
■ ﾛ

-J

zl19)168;APアブ･ラス
I
■

按分の理由

政務活動と私用で按分

御 又薑金 (a)

1 ， 750円

4 安分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

875円
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卜罪会員番号はアプラスヘのお問合せの際の番号です｡クレジット番号．Tカード琶号(旧名称:T会員番号）
ではありませんのでご注意ください。

お客さま憤報保霊のため､口座番号表示の一部を省略させていただいております。

※当社ｶｰドを複数お持ちの場合､各ｶｰドにはそイ
ざいますが、ご利用いただける金額の合計は、各メ

最も高い金額の範囲内となり､ます。ノ
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＊＊＊当月ご利用金額（小計） ＊＊＊

明細書発行手数料

＊＊＊当月ご利用金額＊＊＊

99

｛当月お支払合計金額 119〃168 (8085）43J

0年4月27B(月）

’ 119，168円

カード名称 スマイルパーソナルTカードプラス

会員番号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご
返
一

金融機関

本支店I
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，可能枠

ショッピング利用可能枠

I 割賦利用可能稗口

*森抹坪珠梁繁浬用可能枠＊＊ ‐

F‘諸求今謂まプデは『窄言束回数の累計表示

累計のご請求金額またはご請求回数

年会費無料まで

対 象 期 間 ＊＊＊＊年＊＊月～＊＊＊＊年＊＊月

ご利用店名
ご利用今覇

手数料

零ト

言
支払
回数

今回
回数



様式第1－1号

窪番号 ｜ ター/8

篝|~量|謡 ；表、 0

－1 ⑬
使自金項目 サーチキー

支出証拠

｢W了｢司一｢5~｢51~gl
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

一

､ ~〕

_》
ｆ
２
Ｌ

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調罰職費･研修費･鱸広報費雲調諦観虜会議･資料I賊費資蛎入費謬鞠漬･人件費
内 容

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ銅s陰

年月 日 令和2年4月27日～平成年 月 日 金額 1，650円

目的 ’
インターネットの接続

使途 ’
4月請求分の支払い

政務活動・

県政との

関連性

県政情報の収集等

く領収薑顎占付枠＞

別紙のとおり

ﾛ座りI霧し: Z年に月整理番号タ-/7参照

で按分

と後援会活動

領孵 苧金額(a)

3， 300円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

1， 650円



遜アプラス 登録番号近畿財務局長（4）第00810号

当月クレジットご利用ポイント,

閲‘｡ｭ･蘂‘周分繍
③調整ポ

露灘篝鴬駕冥鰯

ご利用明細書

■お知らせ

卜津会員番号はアブラスヘのお問合せの際の言号ですぎクレジット言号．Tカード言号(旧名称:T会員言号）
ではありませんのでご注意ください．

お客さま情報保護のため､口座言号表示の－部を省路させていただいております‘

※当社カードを複数お持ちの場合、各カードにはそオ

ざいますが、ご利用いただける金額の合計は、各メ

最も高い金額の範囲内となります。

ご利用店名
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アサヒアイデイジエイパス

アサヒシンブンデジタル

○○○○○郵便はが き

ご利用店名
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20313
203E

20318

20321

20322
20322

20323

20331
20331
2043

：）
3300s 1 1 3300
一一凸

－－●－－－●－

ハママッケーブル○

ヤフージヤパン

ドーモご利用代金04月分
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雪頁~ご利用金額（小計） ＊＊＊＊＊＊

99明細書発行手数料

＊＊＊当月ご利用金額＊＊＊

(当月お支払合計金額 119"168I (8085)4

2020年4月27日(月）
119次168円

カード名称 スマイルパーソナルTカードプラス

会員番号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

＝ 金融機関 I■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

返
一
本支店 ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

J門

口 口座番号 ﾛ■■■■■■■■■■■■■
l坐
口座名義 大石哲司

ご利用

可能枠

ショッピング利用可能枠

画扇莉甫司罷舂
*森抹珠沫卑茅利用可能標＊＊

戸請求今窮奈プテはご請求回数の累計表示

累計のご請求金額またはご請求回数

年会費無料まで

対 象 期 間 ＊＊＊＊生＊＊日～＊＊＊本年＊＊月
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茂呂dの金額は全て税振価梍
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※当社のサービスは全てベストエフオート型となっております。菱記上の数値は通信速度を保証するものではなく、理絵上の最大速度です。時間帯や接続先の環境、お客様のご利用機器等によって速度が低下いたします。
※インターネットライトプランはインターネット接続のみを提供するサービスです。
※地デジコースの月額料金は施段利用項です。

※ケーブルテレピをご契約のお客援でらくらく録画オプションをご利用の場合は月額1,000円、らくらく録画プルーレイオプションをご利用の場合は月額2,000円が加算されます。
※月額利用料にNHK放送受信料(衝星含む）は含まれておりません。ケーブル･ウィンディでは｢NHK衛星契約放送受信科」の団体一括支払を取り扱っております。是非ご利用ください。
※各コースを組み合わせて複数台のコンバーターを利用する場合は、ご利用の最上位ｺｰｽの基本利用料を1台目として適用します。

※ケーブルプラスはゆりI株式会社の商標です。 ※ケーブル･ウィンデオケープルプラス電蔭は、浜松ケーブルテレビ株式会社とKDDI株式会社が提携し、提供しているサービスです。
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一寺＝■肉一一一一一

<（ 》規加入＞
q－． ,伊 <追加加入＞

識 セツ辰加:入

［礼致四釜&曙

＜ケーブルプラス電話＞
※配線工事等、その他追加工事、追加部材が必要な場合には別途料金が必要です。

※ケープルテレビ(55.5.AもB・ミニ･仁コース）のご加入にあたり、上記初期費用とは別に専用リモコン(3,000円/個）が必要です。
※ケープルテレピ(S5.s･A。B･ミニ･Cコース）の宅内工事内容にはデジタルコンバーター1台の設置が含まれております。

※W複数台接続工事において、デジタルコンバーターを追加股置する場合には、Z台目以降1台につき3，000円の追加工事と専用リモコン(3,OOO円/個）が別途必要です。
※Ⅳ複数台接続工事において、既設のテレビ配線が利用できない場合、テレビ配線が無い場合など、新規工事が必要な場合には、 1か所につき和00円の追加工事費が必要です。
※接続にD端子ケーブルが必要な場合は、 1本につき1，000円の料金が必要です。 （HDMIケーブルの場合、2,000円ﾉ本）
※引込工事費は無料(通常20,000円）です。

※諺加加入の場合は、新規に加入金は発生しま“,。

＜メニュー変更費用＞ｹｰブﾙﾃﾚピ､ｲﾝﾀｰﾈｯﾄそれぞれのｻｰピｽにおいて､各ｺｰｽ間の変更は以下の料金が必要になります

※ケーブルテレピのSS･S.A･B｡M(ミニ)。Cコースより地デジコースヘの変更は､ご加入後6ヶ月以降の受付となります。

表記の金額は全て税抜価格で戎消費税分は別途精算させていただきま戎

Ｐ
０
曲
弓
ｊ
■
．
■
Ｆ
ロ
令
一
磯

インターネット・
(ライトプラン）参

；▼ｹｰブﾙテﾚビ菌：。

蓮
TEL割

＃患制iまI

下り120Mbps

5,000円

6,130円

綱4ｳ000円
TEL割 ，

1■■■■

i鐇幟i 5,130円

鞠3,000円
『EL割

聡樋'婁I 4
､ダ130円

円
円

ハ
Ｕ
ｎ
Ｕ

Ⅵ
珊

遡
、
“

罰
TEL割

團適

2台目以降2400円/台

4800円

5,600円

ダブル割＝ ．

鴎9000円

霊議篝震》
円

〈
Ｕ

（
Ｕ

ハ
Ｕ』８

”
蟻

ダブル割“ ’ ． ．-‐ ’

團鐘ZOO(

講議鍵

ダブル割

鍾鐵

トリプル割

露悪制煙I

6,100円

升230円

麺
2台目以降2'000円/台

4000円

鐵豊4800円

麺
TEL割

画i｣割

z台目以降2,000円/台

3,500円

4300円

200,
蕊蕊
D料ID料I

U＝”崩堂 ■ ﾛ迅画■e i-配Q■■巳一一＝ロ ヂー』■一凸＝凸一…

鎚刀0O円

蕊議篝議

龍加00h
》
》

諏
一

一
戸
》

》
■
一一

謹 臺蕊議畿鑿
＝器盛:滝l麺ﾛ零…

》

円
癖

ハ
Ｕ
誰

乃
恋

ロ
ロ
ロ
・
へ
藍

》
６
鋤

鑿
謡

ﾛ *ﾛ､

裳プル割

薗鐵 6"200R

蕊霊蕊霊魂薩震霞
咽I定睡乖雇涯亜も§宝刀;鈴 鋤

や
》
涼

癖
諮

．､汐ブﾙ割一・一二 一

重鎧5,700円

蕊蕊議競

龍5,300円

躍患?6ｸ430円

錨4800円
トリプル割 ′

薗鱈&5,930円

鰯6ﾉ700円
“_-.-,..--｡‐‘.一."畠｡,､今. _" ．ー..‘.－． ．， ．． ，

蕊篭謹鴎

醗

割
．

レヵダ

5,700円
も

蕊鑑鶴講
F 侭言 一・四a ｳ ら上...＆ .. ' 二: bL' 1重｡X多二･， 9里と二､L ？_ ･~』 ･ム-.. . . .1 .0

龍4,700円
蕊蘂謹鶏籍

ダブﾙ割

團鐘

.トリプル割

壁iijgi

3,800円

4,930円

■
TEL割 ．

●■、一b

画i』割

z台目以降1,000円ﾉ台

1,800円

2,600円

､ダブル割． ・

團電6,000円

婆
一一

坪､坤一軍･＝一一と＝ー－

露議識壁
一画一一一ゲーー■壷甥一旬霊

津需

:鷲＝蓑

麹5,000円
■ ｳ ﾛ■ U ■ 6

謹蕊譲蕊

‐
門

：
００

雫
０

↑
４

麺
羊
蝿 錐3,100円

』 “: ， ： ’ “ ~. 、 。 、 ‐ ，

トリ列1jgl : "."､~"

磯恥230円

園
TEL割
一一一￥

画i｣劃

1世帯台数に関わらず同料金

900円

1,700円

ダブル割

画鍾

プル割

嘩麹塵i

5,500円

6630円

ダブル割

匡肘謹

トリ
､
プル割

画f麹i｣皇i

4,500円

5,630円

ダブル割

直潅遡 3,500円

;箇雛4,630円
‘ - ･ ざ

ダブル割

壁i

トリプル割

画識i｣皇i

2,200円

3ﾉ330円

ケーブルテレビ

又は

インターネット

ご加入の方

0円

ケープルプラス

電話のみ

ご加入の方
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様式第1－1号

｜整理番号 ｜ ター/ﾂー

使薗金項目 サーチキー
支出証拠

｢7｢§｢万1－｢万｢石｢司
書

派名・議員氏名ふじ0 引 渭 田

;ツ インターネットの利用

4月請求分の利用料

目的

使途

政務活動・

県政との

関連性

－

く領収書貼付枠＞

1

別紙のとおり

” 、

i一；

ﾛ隣|蕗し> Z年祭月整理番号タ-/7参照

一一一

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に
記入すること。 ‘

会派代表者 経理責任者 綴｜経理担当者 ■

経費項目 調劃職費研修費･広卿輔費･霧調需寵瞬会議･資鵬M賊費･資辮入費鰯事翻漬･人件費
内 容

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄプロバイダ料

年月 日 令和2年4月27日～瓦賊 年 月 日 金額 709円

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収薑 金額(a)

1， 418円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

、 709円
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遜アプラスご利用明細書 登録番号近畿財務局長（ 4）第00810号

当月クレジットご利用ポイント・

鰯;"症6皐…皐分!蕊
③謁整ポ

犀灘繍駕異濤

お夛払目は毎月27日ですら前日迄にご入金願います:(ただし金駐続開休崇日の場合は翌営婁日になります:）

■お知らせ

卜壺会員番号はアブラスヘのお問合せの際の香号です身クレジット言号.Tカード言号(旧名称;T会員番号）
ではありませんのでご注意ください． 、

お客さま情報保霊のため､口座三号表示の一部を省略させていただいて誇ります．

唖
※当社カードを複数お持ちの場合、各カードにはそオ

ざいますが、ご利用いただける金額の合計は、各ヌ

最も高い金額の範囲内となります。

ご利用店名
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~幸~軍手一当月と利用金額（小計） ・ ＊＊＊

明細書発行手数料

＊＊＊当月ご利用金額＊＊＊

99

I当月お壹払合計金額 119"168I (8085)4

当月お壹払日

当月お支払合計金額

カード名称 スマイルパーソナルTカードプラス

会員番号 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ご
返
一

金融機関

本支劇

l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
J月

口 口座番号 1 ﾛ■■■■■■■■■■
淫
口座名義 大石哲司 一

ショッピング利用可能枠

扉莉甫司罷諏
*寺妹泳洋梁錬利閉可能枠＊＊

累計のご請求金額またはご請求回数

ご請求金額またはご請求回数の累計表示

年会費無料まで

対 象 期 間 ＊＊＊＊年＊＊月～＊＊＊＊年＊＊月ゞ

ご利用店名
ご利題今麺

手数料



様式第1－1号

[三一＝

｜経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢ﾗTF1可一応｢51~gl
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

尋〕

‘ 》
遥一学

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

目的
』率Y古璽]をｲ丁フための刈到言手段

使途
4月請求分の携帯電話料金

関連性

－

く領収雪1占付枠＞

別紙のとおり

ﾛ厩'第レ 』 Z年＃月整理番号卓-/7参照

と私用で按分

領収書金額(a)

9， 970円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

4， 985円



遥アプラス 登録番号近畿財務局長（4）第00810号

当月ｸﾚジｯﾄご利用ポイント：

耐“‘｡零‘月分鰯
③調整ポ
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阿識謹蕊鴬巽輔

ご利用明細書
駈生鰻行ｸルーワ

ありがとうございます。
鋒Iギ士十m禿宇掛雄望下女い

裳橇關休雲円の境含は翌宮実巳

■お知らせ

三二(1日名称:T会員琶三

ではありませんのでご注意ください

唖霞雲雲 ※当社カードを複数お持ちの場合、各カードにはそオ
ざいますが、ご利用いただける金額の合計は、各ヌ
最も高い金額の範囲内となります。
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2020年4月27日(月）

119〃168円

ショッピング利用可能枠

F一言i扇莉国司罷言
*奉拝珠珠球隼利用可能枠＊＊

戸睾壺全顕差かIまr喧旨家1口1割の累計表示

＊＊＊＊垂＊＊月～＊＊＊＊年＊＊月



様式第1－1号

=]三互二ZZ=]

菫|会派僚者I鰯|経理論｜⑬ 経理担当者

使途項目 ｻｰﾁｷー 支出証拠書
｢祠~5，一応1万m

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

》

‘ 》
睦〆

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 調翫職潰･研修費･蝿騨費甕調識鱸会議･鮮腓愉潰資I糖入費事務費緬･人'積
内 容

…げ｢竜珂~、

年月 日 令和2年4月27日～平成年 月 日 金額 11，098円

目的
事務所光熱水費

使途
琴所照明ほか

政務活動．

県政との

関連性

j蝿Y古動孤上扁の串鋳月T鵤明寺

く領収書貼付枠＞

別紙のとおり

按分の理由

政務活動と後援会活動

で按分

領収書金額(a)

22， 196円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

11 , 098円
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※新鏡ご和尾分の取湧しおぶぴ全額渓上返済があった場合は･こ札需明達に義軍ごnなし
※リポルピング払いのご利馬明笠は､矛鏡ご剥尾分のみ簔云します･
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し以下いずれかの年会費無料化条件を達成す

[年会費無料化条件1／年間カードシヨツピ

今月のご利用金額 22， 19

累計のご利用金額 70, 33

年会費無料まで ＊＊＊＊＊＊

累計期間： 2年2月～3年 1月弾

[年会費無料化条件2／電気料金または携帯

姑年会費無料化条件を達成しました1次年
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様式第1－1号

整理番号 ! 4-ZZ

鰯 ⑬代表者 経理責任者 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢W一応1万~｢更1
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ大石哲司）

フ蕊も

:舎》

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 諺､瀞蹟研修費…費,雪繍調顕会議難M罐偲蘂費…峠
内 容

静岡新聞購読料

年月 日 令和2年4月27日～平成年 月 日 金額 1，650円

目的
県内情報の収集

使途
4月分の購読料

政務活動・

県政との

関連性

県内の情勢を確認し、政務活動の参考にしていく。

く飼収書貼付枠＞
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D2-B4-27購読料
ロ

蝿jZl.j[l尾上新聞
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で按分

と後援会活動

領収書金額(a)

3， 300円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出闇 H(a×b)

1， 650円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

一恒Tう回
書

門丑刃IZO 剖 渭 F

、
ｊ
：

f Q

(､墨,護＃

浪収書等の金額、按分率及ひ…活動費の支出謡

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑬ 経理担当者

経費項目 認間臓費･研修費･広聴広報費･鶏謝誇鬮債･会議･資料｛愉蹟･資粥購入費。尋事翻費人件費
内 容

携帯電話使用料

年月 日 令和2年4月27日～平成年 月 日 金額 2，891円

目的
政務活動を行うための通信手段

使途
令和2年4月請求分電話料

政務活動．

県政との

関連性

－

く詞反書貼付枠＞
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按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

5， 783円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2， 891円


